
議案第１１６号 

 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴 

う関係条例の整備に関する条例を制定することについて 

 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例を制定することについて，地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和元年１２月３日 提 出 

 

石岡市長 今 泉 文 彦 

 

   提 案 理 由 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により，会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることに伴い，関係

条例に係る所要の改正を行うため。 

 

改 正 要 綱 

１ 地方公務員法に位置付けられる会計年度任用職員に関連する事項の追加 

２ 会計年度任用職員制度の運用に伴い，廃止となる非常勤特別職に関連す

る文言の削除及び修正 

 



地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例 

 

（石岡市職員定数条例の一部改正） 

第１条 石岡市職員定数条例（平成17年石岡市条例第38号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条第１項中「並びに６箇月以内の期間を定めて雇用される者」を

「及び臨時的に任用される職員（臨時の職に関する場合において臨時的に

任用される職員に限る。）」に改める。 

（石岡市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第２条 石岡市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成17

年石岡市条例第39号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第３号中「第22条第１項」を「第22条」に，「条件附採

用」を「条件付採用」に改める。 

（石岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第３条 石岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成17年石

岡市条例第40号）の一部を次のように改正する。 

第３条に次の１項を加える。 

４ 法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規

定の適用については，同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは，

「法第22条の２第２項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」

とする。 

第４条第２項中「（平成17年石岡市条例第55号）」の次に「及び石岡市

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年石岡市条例

第53号）」を加える。 

（石岡市職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第４条 石岡市職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例（平成17年石

岡市条例第42号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「給料」の次に「及びこれに対する地域手当の合計額（法第22

条の２第１項第１号に掲げる職員については，石岡市会計年度任用職員の



給与及び費用弁償に関する条例（令和元年石岡市条例第53号）第18条に規

定する報酬の額）」を加える。 

（石岡市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改正） 

第５条 石岡市職員の勤務時間，休暇等に関する条例（平成17年石岡市条例

第45号）の一部を次のように改正する。 

第18条の見出し中「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改め，同条

中「非常勤職員（育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員を除

く。）」を「法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員」に改める。 

（石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第６条 石岡市職員の育児休業等に関する条例（平成17年石岡市条例第46

号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(3) 次のいずれかに該当する会計年度任用職員（地方公務員法第22条の

２第１項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。）以外の会

計年度任用職員 

ア 次のいずれにも該当する会計年度任用職員 

(ｱ) 会計年度任用職員として引き続き在職した期間が１年以上であ

る会計年度任用職員 

(ｲ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。

以下同じ。）が１歳６箇月に達する日（第２条の３第３号におい

て「１歳６箇月到達日」という。）（第２条の４の規定に該当す

る場合にあっては，２歳に達する日）までに，その任期（任期が

更新される場合にあっては，更新後のもの）が満了すること及び

引き続き採用されないことが明らかでない会計年度任用職員 

(ｳ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める会計年度任用職員 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する会計年度任用職員（そ

の養育する子が１歳に達する日（以下この号及び同条において「１

歳到達日」という。）（当該子について当該会計年度任用職員がす

る育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては，当該末日とされた日）において育児休業をしてい



る会計年度任用職員に限る。） 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしてい

る会計年度任用職員であって，当該育児休業に係る子について，当

該任期が更新され，又は当該任期の満了後に会計年度任用職員とし

て引き続き採用されることに伴い，当該任期の末日の翌日又は当該

引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとするもの 

第２条の３を第２条の５とし，第２条の２の次に次の２条を加える。 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は，次の各号に掲

げる場合の区分に応じ，当該各号に定める日とする。 

(1) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 会計年度任用職員の養育

する子の１歳到達日 

(2) 会計年度任用職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下同じ。）が当該会計年度任用職員の養育

する子の１歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するた

めに育児休業法その他の法律の規定による育児休業（以下この条及び

次条において「地方等育児休業」という。）をしている場合において

当該会計年度任用職員が当該子について育児休業をしようとする場合

（当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の１歳到達日の翌日

後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除

く。） 当該子が１歳２箇月に達する日（当該日が当該育児休業の期

間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該子の出生

の日から当該子の１歳到達日までの日数をいう。）から育児休業等取

得日数（当該子の出生の日以後当該会計年度任用職員が産前の休暇又

は産後の休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業を

した日数を合算した日数をいう。）を差し引いた日数を経過する日よ

り後の日であるときは，当該経過する日） 

(3) １歳から１歳６箇月に達するまでの子を養育するため，会計年度任

用職員が当該子の１歳到達日（当該子を養育する会計年度任用職員が



前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員

の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当して

する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後

である場合にあっては，当該末日とされた日（当該育児休業の期間の

末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異な

るときは，そのいずれかの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期

間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業

の期間の末日とする育児休業をしている会計年度任用職員であって，

当該任期が更新され，又は当該任期の満了後に会計年度任用職員とし

て引き続き採用されるものにあっては，当該任期の末日の翌日又は当

該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとする場合であって，次に掲げる場合のいずれにも該当すると

き 当該子の１歳６箇月到達日 

ア 当該子について，当該会計年度任用職員が当該子の１歳到達日

（当該会計年度任用職員がする育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあっては，当該末日とされた

日）において育児休業をしている場合又は当該会計年度任用職員の

配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶者がする地方等育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあって

は，当該末日とされた日）において地方等育児休業をしている場合 

イ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続

的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場

合に該当する場合 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は，１歳６箇月

から２歳に達するまでの子を養育するため，会計年度任用職員が当該子

の１歳６箇月到達日の翌日（当該子の１歳６箇月到達日後の期間におい

てこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とす

る育児休業をしている会計年度任用職員であって，当該任期が更新され，

又は当該任期の満了後に引き続き採用されるものにあっては，当該任期



の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日

とする育児休業をしようとする場合であって，次の各号のいずれにも該

当するときとする。 

(1) 当該子について，当該会計年度任用職員が当該子の１歳６箇月到達

日において育児休業をしている場合又は当該会計年度任用職員の配偶

者が当該子の１歳６箇月到達日において地方等育児休業をしている場

合 

(2) 当該子の１歳６箇月到達日後の期間について育児休業をすることが

継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める

場合に該当する場合 

第３条に次の２号を加える。 

(7) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は第２条の４の規

定に該当すること。 

(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

会計年度任用職員が，当該育児休業に係る子について，当該任期が更

新され，又は当該任期の満了後に会計年度任用職員に引き続き採用さ

れることに伴い，当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される

日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。 

第７条第２項中「している職員」の次に「（会計年度任用職員を除

く。）」を加える。 

第８条中「した職員」の次に「（会計年度任用職員を除く。）」を加え

る。 

第17条中「育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤

務をしている」を「次に掲げる」に改め，同条に次の各号を加える。 

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 

(2) 次のいずれにも該当する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 

ア 会計年度任用職員として引き続き在職した期間が１年以上である

会計年度任用職員 

イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める

会計年度任用職員 



第18条第１項中「正規の勤務時間」を「勤務時間条例第２条第１項に規

定する正規の勤務時間（会計年度任用職員にあっては，当該会計年度任用

職員について定められた勤務時間）」に改め，同条第２項中「職員」の次

に「（会計年度任用職員を除く。）」を加え，同条に次の１項を加える。 

３ 会計年度任用職員に対する部分休業の承認については，１日につき，

当該会計年度任用職員について１日につき定められた勤務時間から５時

間45分を減じた時間を超えない範囲内で（当該会計年度任用職員が育児

時間又は育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（平成３年法律第76号）第61条第32項において読み替えて準

用する同条第29項の規定による介護をするための時間（以下「介護をす

るための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては，

当該時間を超えない範囲内で，かつ，２時間から当該育児時間又は当該

介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超

えない範囲内で）行うものとする。 

第19条中「職員」の次に「（会計年度任用職員を除く。）」を加え，同

条に次の１項を加える。 

 ２ 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には，石

岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年石岡

市条例第53号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」とい

う。）第19条及び第29条の規定にかかわらず，その勤務しない１時間に

つき，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める給与の額を減額

して支給する。 

(1) 地方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる職員 会計年度任用

職員給与条例第28条に規定する勤務１時間当たりの報酬額 

(2) 地方公務員法第22条の２第１項第２号に掲げる職員 会計年度任用

職員給与条例第19条に規定する勤務１時間当たりの給与額 

（石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正） 

第７条 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例（平成17年石岡市条例第49号）の一部を次のように改正する。 



第１条中「第203条の２第４項」を「第203条の２第５項」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条，第５条関係） 

職名 支給区

分 

報酬額（円） 旅費の額

（相当す

る職） 

教育委員会の委員 月額 51,000 副市長 

選挙管理委員会の委員 委員長 日額 9,700 副市長 

委員 8,900 副市長 

選挙長 日額 10,600 副市長 

ただし，選挙会事務にあ

っては１回につき 

10,600 

投票所の投票管理者 日額 12,600 副市長 

期日前投票所の投票管理者 日額 11,100 副市長 

開票管理者 １回の開票管理につき 

10,600 

副市長 

投票所の投票立会人 日額 10,700 副市長 

ただし，投票立会従事時

間７時間未満のものにあ

っては 5,300 

副市長 

期日前投票所の投票立会人 日額 9,500 副市長 

ただし，投票立会従事時

間７時間未満のものにあ

っては 4,700 

副市長 

開票立会人 １回の開票立会いにつき 

8,800 

副市長 

選挙立会人 １回の選挙会立会いにつ

き 8,800 

副市長 

   



監査委員 識見を有する者の 月額 64,000 副市長 

 中から選任された 

委員 

 

議会の議員の中か

ら選任された委員 

月額 48,500 副市長 

公平委員会の委員 委員長 日額 9,700 副市長 

委員 8,900 副市長 

農業委員会の委員 会長 基本給 月額 48,000 副市長 

能率給 予算の範囲内で

市長が定める額 

会長代理 基本給 月額 47,500 副市長 

能率給 予算の範囲内で

市長が定める額 

委員 基本給 月額 47,000 副市長 

能率給 予算の範囲内で

市長が定める額 

農地利用最適化推進委員 基本給 月額 39,000 副市長 

能率給 予算の範囲内で

市長が定める額 

固定資産評価審査委員会の委員 日額 7,900 副市長 

政治倫理審査会の

委員 

専門的知識を有す

る者 

日額 30,000 副市長 

市民のうち地方自

治法第18条に定め

る選挙権を有する

委員 

日額 5,000 副市長 

特別職報酬等審議会委員 日額 5,000 副市長 

総合計画審議会委員 日額 5,000 副市長 

行財政改革推進委員会委員 日額 5,000 副市長 

    



男女共同参画審議会委員 日額 5,000 副市長 

    公共施設等総合管理計画委員会委員 日額 5,000 副市長 

情報公開審査会委員 日額 5,000 副市長 

個人情報保護審査会委員 日額 5,000 副市長 

防災会議委員 日額 5,000 副市長 

国民保護協議会委員 日額 5,000 副市長 

住居表示審議会委員 日額 5,000 副市長 

町界町名整理審議会委員 日額 5,000 副市長 

市民会館運営委員会委員 日額 5,000 副市長 

国民健康保険運営協議会

委員 

会長 日額 7,200 副市長 

副会長 日額 6,300 副市長 

委員 日額 5,800 副市長 

協働のまちづくり推進委員会委員 日額 5,000 副市長 

環境審議会委員 日額 5,000 副市長 

廃棄物減量等推進審議会委員 日額 5,000 副市長 

青少年問題協議会委員 日額 5,000 副市長 

民生委員推薦会委員 日額 5,000 副市長 

嘱

託

医 

福祉事務所嘱託医 月額 60,800 副市長 

福祉事務所精神科嘱託医 月額 14,000 副市長 

保育所嘱託医・保育所歯科医 年額 １施設 70,000 

児童割１人 200 

副市長 

児童扶養手当障害判定医 日額 14,000 副市長 

子ども・子育て会議委員 日額 5,000 副市長 

老人ホーム入所判定

委員会委員 

医師 日額 14,000 副市長 

老人福祉施設

長 

日額 5,000 副市長 

その他委員 日額 5,000 副市長 

健康づくり推進協議会委員 日額 5,000 副市長 

予防接種健康被害調査委員 日額 5,000 副市長 

    



介護認定審査委員会委員 日額 14,000 副市長 

    介護保険運営協議会委員 日額 6,000 副市長 

障害者給付審査会委員 日額 14,000 副市長 

農村資料館協議会委員 日額 5,000 副市長 

農業振興地域整備促進協議会委員 日額 5,000 副市長 

鳥獣被害対策実施隊員 日額 4,000 ７級 

農政協力員 年額 １世帯 350 ３級 

都市計画審議会委員 日額 5,000 副市長 

景観調査委員会委員 日額 5,000 副市長 

公共交通政策会議委員 日額 5,000 副市長 

水道事業運営審議会委員 日額 5,000 副市長 

下水道事業審議会委員 日額 5,000 副市長 

校医・学校歯科医 年額 基本額 100,000 

児童生徒割１人 

200 

副市長 

学校薬剤師 年額 70,000以内 副市長 

学校評議員 年額 5,000 副市長 

産業医 日額 25,000 副市長 

公民館運営審議会委員 日額 5,000 副市長 

ふるさと歴史館協議会委員 日額 5,000 副市長 

スポーツ推進委員 年額 25,000 副市長 

社会教育委員 日額 5,000 副市長 

図書館協議会委員 日額 5,000 副市長 

文化財保護審議会委員 日額 5,000 副市長 

スポーツ推進審議会委員 日額 5,000 副市長 

教育支援委員会委員及び調査員 日額 5,000 副市長 

学校給食センター運営審議会委員 日額 5,000 副市長 

学区審議会委員 日額 5,000 副市長 

小中学校統合計画審議会委員 日額 5,000 副市長 

    



統計調査員 調査実施の都度定める。 ７級 

    上記以外の者で，地方公務員法（昭

和25年法律第261号）第３条第３項第

３号に規定する職員 

月額 388,000以内 ３級 

日額 9,700以内 

（石岡市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第８条 石岡市職員の給与に関する条例（平成17年石岡市条例第55号）の一

部を次のように改正する。 

第23条を次のように改める。 

（会計年度任用職員の給与） 

第23条 法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員の給与について

は，この条例の規定にかかわらず，常勤の職員の給与との権衡，その職

務の特殊性等を考慮して，別に条例で定める。 

（石岡市立ふるさと歴史館条例の一部改正） 

第９条 石岡市立ふるさと歴史館条例（平成17年石岡市条例第84号）の一部

を次のように改正する。 

第５条第３項後段を削る。 

第７条を削り，第８条を第７条とする。 

（石岡市農村資料館条例の一部改正） 

第10条 石岡市農村資料館条例（平成17年石岡市条例第95号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条第３項後段を削る。 

（石岡市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等を定める条例の一部改

正） 

第11条 石岡市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等を定める条例（平

成17年石岡市条例第167号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「占める職員」の次に「並びに同法第22条の２第１項に

規定する会計年度任用職員として任用される者」を加え，同条第２項中

「（平成17年石岡市規則第53号）」の次に「，石岡市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例（令和元年石岡市条例第53号）」を加える。 



（石岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第12条 石岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成18年石岡

市条例第56号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「占める職員」の次に「及び同法第22条の２第１項第２号に掲

げる職員」を加える。 

（石岡市区長及び協力員条例の一部改正） 

第13条 石岡市区長及び協力員条例（平成19年石岡市条例第３号）の一部を

次のように改正する。 

第６条を次のように改める。 

（報償） 

第６条 区長等に支給する報償費の額は，別に規則で定める。 

 

附 則 

この条例は，令和２年４月１日から施行する。 


